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　1977 年の第 147 回総会においてカ
ンバーランド長老教会は 1883 年の『信
仰告白』の改訂作業を開始することを
決議した。翌年の第 148 回総会におい
て、16 名の委員からなる改訂作業を
実行するための委員会を任命し、同委
員会に作業指針が与えられた。総会は

『信仰告白』の改訂委員会の他に 20 名
の閲読者を任命し、各個教会に配布す
る前に同委員会の作業結果を読み直
し、助言する務めを委託した。
　『信仰告白』がカンバーランド長老
教会と第二カンバーランド長老教会の
双方で使用されているという認識のも
とに、カンバーランド長老教会は第二
カンバーランド長老教会をこの改訂作
業に招きいれた。第二カンバーランド
長老教会の第 104 回総会において、５
名の委員が改訂委員会と閲読者に任命
された。この時から改訂作業は二つの
教会の共同の働きとなった。各教会は
共同議長を両委員会から任命した。
　カンバーランド長老教会の第 149 回
総会と第二カンバーランド長老教会の
第 105 回総会は以下の提案を採択し
た。それは、改訂案は中会に賛否の採
決を委ねる前に両教会の総会における
採択が必要だ、ということであった。
　同委員会は『信仰告白』の教義的部

分の研究と改訂を全員で開始した。委
員会は次の三つの文書を基本的参考資
料とした。１）聖書、２）「極端なカ
ルヴィニズム」からの別離として教会
の創始者たちが述べた「４つのポイン
ト」を含む 1810 年に作成された「短
い声明文」、３）『信仰告白』の条文そ
のもの。1883 年の『信仰告白』の条
文はすべて改訂作業の出発点であっ
た。この改訂作業は、1883 年の『信
仰告白』以外のところから始まったの
では決してない。両総会は全く新しい
信条の起草を求めたのではなかった。
1883 年の『信仰告白』の各項目は以
下の観点に照らして吟味された。聖
書、1883 年の教会の歴史的文脈と現
在、1810 年から現在に至るキリスト
教全般及びカンバーランド長老教会の
発展状況、1883 年における言語の用
法と現在における用法、という観点で
ある。
　1980 年 7 月までに、同委員会は『信
仰告白』の最初の改訂を終了し、閲読
者たちにそれを提出し、批評と提言を
求めた。その結果、閲読者たちの批評
に基づいて教義の部分の最初の草稿に
手直しが施された。1980 年 12 月には

『教会憲法』と『訓練規定』の最初の
草稿が閲読者たちに委託され同じ手続

１９８４年　信仰告白前文
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きが施された。
　同委員会は、全教会の研究と応答を
求めて、1981 年の総会に『信仰告白』、

『教会憲法』、そして『訓練規定』の草
稿を提出した。研究グループ、小会、
中会、また個人からの応答が寄せられ
た。続いて、『信仰告白』を一委員会
の作業よりもむしろ全教会の業とした
いという意図に基づき、同委員会は、
再度その草稿をこれらの意見の光に照
らして修正を施した。同委員会は、同
じ手続きの下に『礼拝指針』と『会議
規定』の改訂草案を 1982 年の総会に
提出した。それらは同様に採択され、
研究と意見を求めて各教会に送られ
た。
　1982 年秋までに同委員会は「信仰
告白」、「教会憲法」、「訓練規定」の作
業を完了した。1983 年初頭には「礼
拝指針」と「会議規定」の作業を完了し、
これらすべての書類を 1983 年アラバ
マ州バーミンガムで同時に開かれた二
つの総会に提出した。二つの総会は合
同会議をもち、改訂委員会の二人の共
同議長から改訂案に関する発表を共に
聴いた。その後、両総会は、それぞれ
の場所に分かれ、全体委員会において
改訂案を検討した。カンバーランド長
老教会の総会は改訂された「前文」、「序
文」、「信仰告白」、「教会憲法」、「礼拝
指針」、「会議規定」を含む改訂版を賛
成 112、反対 9 の表決で承認した。そ

して、この結果を、中会の批准に委ね
た。
　第二カンバーランド長老教会の総会
は、「前文」、「序文」、「信仰告白」、「教
会憲法」、「訓練規定」、「礼拝指針」、「会
議規定」を含む改訂版を満場一致で承
認した。そして、その結果を、中会の
批准に委ねた。1984 年テネシー州チャ
タヌガで開催されたカンバーランド長
老教会の総会は、各中会の報告を点検
し、採択に必要な4分の3の賛成をもっ
て『信仰告白』改訂の採択を宣言した。
1984 年テネシー州チャタヌガにおい
て開催された第二カンバーランド長老
教会の総会は、各中会の報告を点検し、
採択に必要な 4 分の 3 の賛成をもって

『信仰告白』改訂の採択を宣言した。
　二つの総会は、この改訂『信仰告白』
をカンバーランド長老教会と第二カン
バーランド長老教会の『信仰告白』と
して正式に宣言した。

※この「前文」は 1984 年に『信仰告白』が
採択された時に、両総会書記によって 1883
年版信仰告白に追加更新された。

※ 1992 年に、第二カンバーランド長老教会
は、アメリカ・カンバーランド長老教会と名
称を変更した。本文書以降は、この名称変更
が反映されている。



12

　「神は、その独り子をお与えになっ
たほどに、世を愛された。独り子を信
じる者が一人も滅びないで、永遠の命
を得るためである」（ヨハネによる福音書

3 章 16 節、日本聖書協会『聖書　新共同訳』）。

これは「福音を凝縮したもの」であり、
イエス・キリストが世界の主であり救
い主であることを真実に証言すること
ばである。カンバーランド長老教会は
その創設の時からこのみことばを証言
してきた。このみことばは信仰告白に
おいて我々が言い表そうとしているこ
とがらであり、信仰告白を成り立たせ
る原理である。
　信仰告白には二つの目的がある。す
なわち信仰告白は、１）神により、イ
エス・キリストを通して、聖霊の力に
よって、救いと贖いと和解を受けた者
たちが、自分たちの信じている信仰が
何であるかを理解し確認するための手
段を供するためのものであり、また、
２）まだ救いと贖いと和解を受けてい
ない者たちがイエス・キリストを主と
してまた救い主として信じ、救いを経
験できるように、神の救いの働きかけ
を証しするためのものである。この目
的を果たすために、信仰告白は、古い
真理を現代のことばで言い表すのであ
る。それゆえ、信仰告白は、古いもの

を出発点として、神の力強い審判と救
済のみ業をこの時代に証ししようとす
るものたちが自分たちに自然なことば
で語るところへと進むのである。
　我々のこの信仰告白の道しるべとな
るべき昔からの真理は二つの源からき
ている。すなわち１）聖書と２）両カ
ンバーランド長老教会がこれまで用い
てきた信仰告白および公同教会的諸信
仰告白とである。イエス・キリストに
対する証言はすべて、聖書によって確
かめられなければならない。聖書は、
キリスト者の信仰と成長と実践のため
の唯一の誤りのない権威あることばで
ある。イエス・キリストに対する証言
はすべて、公同の教会という脈絡にお
いてなされるのであり、それゆえに、
それは偏狭な分派的手法や精神のもの
であってはならない。
　伝道的な目的と精神をもつ信仰告白
は、神がその子らの救いを完成するた
めに、この世界で何をなさったか、そ
して何をなさっているかということを
証言しようとするのである。このこと
を組織的にするためには、聖書そのも
のが最も良い手本となる。それゆえ、
我々のこの信仰告白の形成原理は、聖
書が語ることがらを聖書が語るように
語るということである。

１９８４年　信仰告白序文
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　我々は、1883 年版信仰告白、1814
年版信仰告白、そしてこの二つの源で
あるウェストミンスター信仰告白に多
くを負っている。我々は、これらの信
仰告白を畏敬し、この信仰告白の起草
に役立てた。しかしながら、この信仰
告白の骨格は聖書によるものであり、
ヨハネによる福音書３章 16 節に見ら
れる聖書的骨格におおよそ沿って構成
されているのである。その主題は次の
通りである。 1）神は人類に語りかけ
られる。2）人類は神との関係を破る。
3）神は、世と和解するために、イエス・
キリストを通して働かれる。4) 神は聖
霊を通して働かれる。 5）神は、宣教
のために教会を立てられる。6) キリス
ト者はこの世で生活し証しする。7) 神
は、すべての生命と歴史とを完成され
る。　
　教会の信仰告白と、神および人間相
互に契約を結んだ民である教会の生活
と証しとの間には密接不離な関係があ
る。教会の信仰は、神の民の生活、す
なわち教会の宣教、政治、礼拝、ある
いは教会のいろいろな事柄の秩序正し
い実践等を決定し形造る。このことを
信じ、カンバーランド長老教会及び第
二カンバーランド長老教会は次のもの
を自分たちのイエス・キリスト証言と
して、また教会内の政治の制度として
採用する。すなわち、１）信仰告白 、２）
教会憲法、　３）訓練規定、４）礼拝

指針、５）会議規定、である。
　我々は、神が我々のこの証言を御霊
をもって祝してくださるよう祈りつつ
この書を送り出す。
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生ける神

　1.01　　私たちは、父・子・聖霊な
る唯一まことの生ける神を信じる。神
は聖なる愛、永遠、不変な存在、知恵、
力、聖、義、善、真実である。
　申命 6:4-5, 32:3-4、歴代上 29:10-12、詩

編 33:4-5, 89:6-19, 99,102:26-28, 103, 111, 

145:8-21、イザヤ 6:1-9、マラキ 3:6、ヨハネ

3:16、Ⅰコリント 8:4-6、Ⅰテモテ 2:5-6、Ⅰ

ヨハネ 4:7-10、黙示 1:8, 15:3-4

　1.02　　三位一体の父・子・聖霊な
る唯一の生ける神は、聖書を通して、
自然や歴史の出来事を通して、また使
徒、預言者、伝道者、牧師、教師を通
して語られるが、何よりも、肉体となっ
たことばであるイエス・キリストにお
いて比類なく語られる。
　出 エ ジ プ ト 3:1-6、 詩 編 19:2-7、 マ タ イ

28:18-20、ヨハネ 1:1-18,3:16-17、使徒 7、ロー

マ 1:18-20、Ⅰコリント 1:30-31、Ⅱコリント

13:13、エフェソ 4:11-13、フィリピ 2:5-11、

コロサイ 1:13-20,2:8-10、Ⅱテモテ 3:14-17、

ヘブライ 1,2,5:5-10、Ⅱペトロ 1:19-21

　1.03　　神は、ことばと行為によっ
て、人を一つの契約関係に招かれる。
神は、ご自身の契約に対して忠実であ
り、信じるすべての者をご自分の民と
することを約束しておられる。神の招
きに、信頼と献身とをもって応答する
ものは皆、この約束が確かなものであ
ることを知り、契約共同体である神の
民の一員であることを喜ぶ。
　 創 世 9:8-17,17、 申 命 7:9、 詩 編 36:6,

89:2-6、エレミヤ 31:31-34、Ⅰコリント 1:4-

9、Ⅱコリント 3:4-18、ヘブライ 8, 9:11-28, 

10:19-25

聖　書

　1.04　　創造と、摂理と、審判、そ
して贖いにおける神のことばと行為
は、旧新約聖書（＊）において、契約
共同体によって証しされている。
　創世 1-3, 6-8, 11:1-9, 19:1-29, 37, 39-50、出

エジプト 1:19、列王上 17:1-6, 19:4-8、列王

1.00　　神は人類に語りかけられる

「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。
独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである」

ヨハネによる福音書３章１６節
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下 22、イザヤ 53, 55、アモス 2、使徒 7、ロー

マ 4、ガラテヤ 3:6-14、エフェソ 1:3-14

                  
　1.05　　神は、契約共同体の人々に
霊感を与えて、聖書を書かせられた。
聖書において、また聖書を通して、神
は、創造、罪、審判、救済、教会、信
仰者の成長について語られる。聖書は、
信仰と実践の誤りない規範、キリスト
者の生活の権威ある指針である。
　創世 1-3、出エジプト 24:3-4、申命 31:9-

13、ヨシュア 8:30-35、ヨハネ 3:16-17, 20:

30-31、使徒 1:16、Ⅰコリント 2:11-13、エ

フェソ 4:11-16、Ⅱテモテ 3:14-17、Ⅱペトロ

1:19-21, 3:18

　1.06　　聖書において、また聖書を
通して語られる神のことばは、ナザレ
のイエスの誕生と生涯と、死と、復活
の光のもとで理解されなければならな
い。聖書の権威は、聖書の内にある真
理と、聖書を通して語る神の声に基づ
いている。
　 詩 編 119:142, 151-152、 マ タ イ 5:21-48, 

17:4-8, ヨハネ 16:12-15, 17:7-8、ヘブライ 1:1、

Ⅰヨハネ 5:9

　1.07　　聖書において、また聖書を
通して語られる神のことばを理解する
ためには、神ご自身のみ霊の照明をい
ただかなければならない。さらに、聖
書の諸文書はそれぞれの歴史的背景の

もとに学び、聖書の各所を対比し、幾
世紀にもわたって教会が証言してきた
ことに聴き、そして、契約共同体に属
する他の人々と深い理解を分かち合う
べきである。
　ヨハネ 14:25-27, 16:12-15、使徒 15:15-18、

Ⅰコリント 2:9-13

＊旧約聖書

創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申
命記、ヨシュア記、士師記、ルツ記、サムエ
ル記上、サムエル記下、列王記上、列王記下、
歴代誌上、歴代誌下、エズラ記、ネヘミヤ記、
エステル記、ヨブ記、詩編、箴言、コヘレト
の言葉、雅歌、イザヤ書、エレミヤ書、哀歌、
エゼキエル書、ダニエル書、ホセア書、ヨエ
ル書、アモス書、オバデヤ書、ヨナ書、ミカ書、
ナホム書、ハバクク書、ゼファニヤ書、ハガ
イ書、ゼカリヤ書、マラキ書
 ＊新約聖書

マタイによる福音書、マルコによる福音書、
ルカによる福音書、ヨハネによる福音書、使
徒言行録、ローマの信徒への手紙、コリント
の信徒への手紙一、コリントの信徒への手紙
二、ガラテヤの信徒への手紙、エフェソの信
徒への手紙、フィリピの信徒への手紙、コロ
サイの信徒への手紙、テサロニケの信徒への
手紙一、テサロニケの信徒への手紙二、テモ
テへの手紙一、テモテへの手紙二、テトスへ
の手紙、フィレモンへの手紙、ヘブライ人へ
の手紙、ヤコブの手紙、ペトロの手紙一、ペ
トロの手紙二、ヨハネの手紙一、ヨハネの手
紙二、ヨハネの手紙三、ユダの手紙、ヨハネ
の黙示録
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詩編 19:2-7, 24:1-2,95:3-7, 104、ヨハネ 1:1-3

使徒 14:14-17

　1.11　　命あるすべてのものの中
で、人間だけが神ご自身のかたちに創
造されている。神の目には、男性と女
性とは平等に、そして補い合うものと
して造られている。神を礼拝し、神を
愛し、神に仕えることはすなわち神の
かたちを映し出すことである。
　 創 世 1:26-27, 2:7, 5:1-2、 ヨ ブ 33:4、 詩 編

8:4-9, 100:3、ガラテヤ 3:27-28

　1.12　　自然界は神のものである。
自然界にある資源と、美と、秩序とは、
全人類の手に委ねられている。それら
はすべての人の幸福のために、気を配
り、保護し、楽しみ、用いて、神の栄
光を現すためである。
　創世 1:26、詩編 24:1, 50:10-11、ハガイ 2:8、

Ⅰコリント 4:7

摂　理

　1.13　　神は、すべての造られたも
の、人々、国々、そして事物を摂理の
手をもって守られる。その術

すべ

は聖書に
示されている。
　創世 4, 6-9, 12-22, 27-33, 35, 37, 39-50、出

エジプト 1-20,33、ヨブ 38-41、詩編 23, 27, 

34, 37, 90-91, 105, 107, 121、 イ ザ ヤ 25:1-5, 

神の意志

　1.08　　人間とすべての被造物に対
する神の意志は、全く賢く善なるもの
である。神の意志は、聖書において、
また自然と歴史の出来事において啓示
されているが、それは、死に至るまで
神の意志に生きられたイエス・キリス
トの人格において究極的に明らかにさ
れている。
　申命 18:15-19、詩編 33:4-5, 34:9、マタイ

26:36-46、ヨハネ 5:30-47, 10:11-18、ローマ

1:18-23, 2:4、エフェソ 1:3-14, 3:1-12、ヘブ

ライ 5:7-10

　1.09　　神の意志は、礼拝において、
愛において、また奉仕において神の意
志に応答しようとする者に十分に開示
されているが、神のなされる神秘に対
する畏敬と驚きの念を失ってはならな
い。
　イザヤ 40:12-18, 45:9-11、ローマ 1:18-23, 

2:12-16, 11:33-36

創　造

　1.10　　神は、知られているもの、
また知られていないもの、すべてのも
のの創造者である。すべての被造物は、
神の栄光と、力と、知恵と、美と、善
と、そして愛とを明らかにしている。
　創世 1-2、出エジプト 20:11、ネヘミヤ 9:6、
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なお神の摂理の中にある。この摂理は
彼らをも悔い改めと神の恵みへの信頼
へと導く筋道となる。
　詩編 94:14-19, 139:7-12、箴言 15:3、エレ

ミヤ 23:23-24、ローマ 2:1-16、Ⅱコリント

12:7-10

　1.17　　神の摂理は全世界を包含す
るが、とりわけそれは契約共同体であ
る教会の創造において明らかである。
神は、忍耐強い訓練を通して、この選
ばれた共同体をこの世における証しと
奉仕の務めに導かれる。
　マラキ 3:16-18、マタイ 16:18、使徒 20:

28、ローマ 8:28-39、エフェソ 5:26-27

　1.18　　神の摂理の業は、それを十
分に知りまた経験することができる
が、同時に神の神秘を帯びており、驚
異と、賛美と、感謝を起こさせるので
ある。それゆえに、病気や、苦痛、悲
しみ、悲惨、社会的混乱、あるいは自
然の災害においてさえ、私たちは神の
臨在を確信し、神の恵みが十分である
ことを悟るのである。
　ヨブ 11:7-10、イザヤ 40:28-31, 55:8-9、ロー

マ 11:33-36、Ⅱコリント 12:7-10

神の律法

　1.19　　神は、人間の行動と関係を
治めるために道徳律法を与えられる。

40-45、 マ タ イ 5:45, 6:25-34, 7:7-12, 10:29-

31、ローマ 8:28-39、Ⅱテモテ 1:11-12, 4:14-18、

Ⅰペトロ 5:6-11

　1.14　　神は通常、自然や歴史の出
来事を通して摂理の業をなされる。す
なわち、人物や、法則や、聖書といっ
たものを用いられるのである。とはい
え、神はそれらのものをもって働くこ
とも、それらを越えて働くこともでき
る。全被造物は、神の直接的な働きか
けに対して開かれている。
　出エジプト 9:13-16、ヨシュア 1:5-9、詩

編 135:5-7、エレミヤ 1:4-10、マタイ 19:26、

ル カ 3:8、 使 徒 22:12-15, 27:22-25、 ロ ー マ

4:18-21

　1.15　　神の摂理の目的は、全被造
物が罪と死の束縛から解放されて、イ
エス・キリストにあって新しくされる
ことである。
　ローマ 8:18-23、エフェソ 1:9-10、コロサ

イ 1:17-20

　1.16　　神は、ご自身の民を決して
見放すことも見捨てることもない。神
に信頼するすべての者は、神の愛を知
ることを通して与えられる確信のもと
にこの真理を見いだす。その愛は、罪
に対する裁きを含み、悔い改めと、神
の恵みに対するさらに大きな信頼へと
導く。神に信頼しないすべての者が神
の摂理を無視し、拒絶するときでさえ、
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さを造り出すところにある。それゆえ
に、すべての領域において生命の尊厳
を生み出す人間の人格を形成している
力を、この完全さを達成するために用
いることが道徳律法の意図である。
　ルカ 10:25-28

それは、宇宙という織物に織り込まれ
た正義の原理であり、すべての人を拘
束している。
　出エジプト 20-23、レビ 19:18、申命 6:4-9、

詩編 19:8-12、ミカ 6:6-8、マタイ 22:34-40、

　ローマ 2:12-16, 12:9-10、ガラテヤ 6:

7-10、Ⅱテモテ 1:8-11

　1.20　　道徳律法は、神の恵みの賜
物のひとつである。それは、聖書に啓
示され、神に支持された、正義の基本
的諸原則から成っているが、人間に対
する神の行為のすべてを網羅するもの
ではない。神の裁きは、道徳律法を成
り立たせるものであるが、それは同時
に、贖罪の愛の現れでもある。
　出エジプト 31:18、詩編 40:9, 103:8-14、エ

レミヤ 31:33、ローマ 2:14-16

　1.21　　道徳律法は、福音において
完成される。それゆえに、人間関係に
おけるキリスト者の振る舞いは、愛と
正義が撚

よ

り合わされた人間に対する神
の行為の型を反映するものでなければ
ならない。
　 マ タ イ 5:17-19, 12:1-8、 ロ ー マ 3:21-31, 

12:9-13, 13:8-10、ガラテヤ 3:21-26、ヘブラ

イ 8:8-13

　1.22　　道徳律法の目的は、霊的、
精神的、肉体的、また社会的に、人間
の生活において完全さ、あるいは健全



19

　信仰告白

正しい関係を失い、罪と死との奴隷に
なっている。この状態がすべての罪深
い態度や行為の源になっている。
　創世 6:5、詩編 58:4-6, 106:6、箴言 5:22-23、

イ ザ ヤ 59:1-15、 エ レ ミ ヤ 17:9、 ミ カ 7:2-

4、ヨハネ 8:34、ローマ 3:9-19, 5:12-14, 6:16, 

7:14-20、Ⅱテモテ 2:24-26、Ⅱペトロ 2:17-19

　2.05　　すべての人々は、自ら罪を
犯すことによって神の前に罪あるもの
となり、神の恵みによりイエス・キリ
ストを通して救われるのでなければ、
神の怒りと裁きのもとに置かれている
のである。
　ヨハネ 3:18-19, 36、ローマ 1:18-32, 2:1-9, 

3:9-19、ガラテヤ 6:7-8、エフェソ 5:5-6.

　2.06　　神からの人の離反は、残り
の被造物にも影響を及ぼしている。す
なわち、被造物全体が神の贖いを必要
としているのである。
　創世 3:17-18、ローマ 8:18-23、エフェソ

1:9-10、コロサイ 1:19-20

人間の自由

　2.01　　神は人の創造にあたって、
愛の服従をもって神の恵みに応答する
能力と自由とを人間に与えられる。そ
れゆえ望む者は誰でも救いにあずかる
ことができる。
　 創 世 1:26-31、 申 命 30:19-20、 イ ザ ヤ

55:1-3、ローマ 10:8-13、黙示 22:17

　2.02　　神から与えられた本
ほん

性
せい

のゆ
えに、人は、神に対して、お互いに対
して、また世界に対して、何を選びど
う行動するかについて責任がある。
　創世 3:1-7、ヨシュア 24:14-15、エレミヤ

31:29-30、エゼキエル 18:1-4, 26-28、ローマ

1:18-32

自由の濫用

　2.03　　人類の始祖は、神により頼
むことを拒み、自ら従順を捨て、創造
の目的である神との交わりを破壊し
た。彼らは、その存在のすべての面に
おいて罪に傾くものとなった。
　創世 3:1-13, 6:5

　2.04　　アダムとエバがしたよう
に、すべての人は神に逆らい、神との

2.00　　人類は神との関係を破る
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つ最高の表現である。
　 創 世 3:15、 詩 編 105:7-11,111:2-9、 マ タ

イ 26:26-29、Ⅱコリント 3:12-18、ガラテヤ

3:13-18, 21-22、ヘブライ 8:6-13, 9:11-15, 23-

28, 10:1-18

　3.04　　肉体となった永遠のことば
であるイエス・キリストは常に一つの
恵みの契約の本質である。イエス・キ
リストが来られる前、この契約は、約
束、預言、犠牲、割礼、過越の小羊、
それにイスラエルの民に与えられたし
るしや掟によって、有効なものとされ
てきた。聖霊の働きを通して人々を助
けて、神の知識を教え、人々に神を信
じるよう導くのに、それら約束、預言
などは、十分であった。
　 創 世 3:15、 ミ カ 5:1、 ヨ ハ ネ 8:56-58, 

17:24、Ⅰコリント 10:1-4、エフェソ 1:3-10

　3.05　　キリストが来られてから
は、恵みの契約は主として、みことば
の説教、および、洗礼と主の晩餐の聖
礼典の執行によって、有効とされる。
そして恵みの契約の福音は、礼拝での
他の行為や隣人への愛の業とあいまっ
て、この両者において、単純に、けれ
ども完全に、かつ霊的な力をもって提

神の契約

　3.01　　神は、罪によって引き起こ
された破壊と離反とを修復するため
に、また、人類を共同体に回復するた
めに、イエス・キリストにおいてもた
らされた和解を通して働かれる。
　ヨハネ 3:16, 10:7-18, 17:20-23、Ⅱコリン

ト 5:17-21、エフェソ 1:3-10, 2:11-22、コロサ

イ 1:15-22

　3.02　　神は、罪深い人々との契約
関係を回復するために働かれる。その
契約の性質は家族に見られる性質であ
る。それは、神の主導と人間の信仰の
応答によって成就される。
　創世 17:1-7、出エジプト 19:3-6, 24:3-8,

34:6-10、イザヤ 64:7-8、エレミヤ 31:31-34、

ローマ 4:13-25, 8:14-17、ガラテヤ 3:6-9, 26, 

4:4-7、ヘブライ 11:8-12

　3.03　　神の契約は恵みの関係であ
る。それについては、聖書の中に様々
な形態で、また、現れ方で示されては
いるが、常に恵みの関係として示され
ている。イエス・キリストにおける新
しい契約がこの恵みの契約の究極的か

3.00　神は世と和解するために
イエス・キリストを通して働かれる



21

　信仰告白

がなく、汚れのない方であり続け、ま
ことにこの世の救い主にふさわしく、
神と罪人との和解の唯一の希望であ
る。
　 マ タ イ 4:1-11、 ヨ ハ ネ 1:1-4, 14, 3:13-19, 

36, 17:1-5、使徒 4:12、ローマ 1:1-6、コロサ

イ 2:9-10、Ⅰテモテ 3:16、ヘブライ 2:17-18, 

4:15, 7:26-28、Ⅰペトロ 2:22-25、Ⅰヨハネ 3:5

　3.09　　イエス・キリストはすべて
の人のために自ら進んで罪を負って死
なれた。キリストは十字架につけられ、
三日目に死人の中からよみがえり、多
くの弟子たちに現れ、その後、神のも
とに昇り、すべての人のために執り成
しをしておられる。
　イザヤ 53, 61:1-3、マタイ 26:36-46、ヨハ

ネ 10:11-18、使徒 1:3、ローマ 4:23-25,  8:

31-34、Ⅰコリント 15:3-8、ヘブライ 2:9, 9:

24

　3.10　　人間は、聖霊を通して自分
の罪を知り、悔い改め、救い主として
イエス・キリストを信じ、キリストを
主と仰いで従って行くことができる。
信仰者はキリストの臨在と導きを経験
する。そのことが神の本

ほん

性
せい

と意志とに
沿った方法で悪の力に打ち勝つための
助けとなる。
　ヨハネ 16:8-15、使徒 13:1-3、ローマ 8:

26-27、Ⅰペトロ 1:3-9

示されるのである。
　 マ タ イ 28:18-20、 Ⅰ コ リ ン ト 1:17-25, 

11:23-26、コロサイ 2:9-15、Ⅱテモテ 4:1-2

　3.06　　子どもたちは常に両親と共
に恵みの契約の中に入れられている。
キリストが来られる前は、そのふさわ
しいしるしと保証は割礼であった。キ
リストの降誕以来、洗礼がそのしるし
と保証である。
　創世 17:7-14、使徒 2:39, 16:15, 33 Ⅰコリ

ント 1:16、コロサイ 2:11-12

救い主キリスト

　3.07　　神の和解をもたらす愛の力
強い行為は、イエス・キリストによっ
て成就された。この方は、この世の罪
の赦しのために肉体となられた神の御
子である。
　 マ タ イ 1:18-23、 ル カ 1:26-38, 67-75, 2:8-

13、ヨハネ 1:14-18, 3:16、ローマ 5:6-11, 8:1-4、

Ⅱコリント 5:17-21、エフェソ 1:3-10, 2:4-10、

フィリピ 2:5-11、コロサイ 1:15-20、Ⅰペト

ロ 1:3-9, 18-21, 2:21-25、Ⅰヨハネ 4:9-10

　3.08　　まことの人であり、まこと
の神であるイエス・キリストは、すべ
ての人と同じようにすべての点で試み
に遭われたが、罪は犯されなかった。
キリストは完全に人としての生活をな
されたが、きよく、責められるところ
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　3.11　　イエス・キリストにおける
神の和解の御

み

業
わざ

は、特定の時と場所に
おいて起こった。しかし、その力と恩
恵は、この世が始まって以来、すべて
の時代の信仰者に及んだ。この御業は
聖霊によって、そして神が喜んで用い
られる方法を通して伝えられる。
　マルコ 15:24-37、ヨハネ 3:5-8, 6:63、ロー

マ 8:11、Ⅰコリント 10:1-4, 12:4-11、Ⅱコリ

ント 3:4-6、ガラテヤ 3:8、テトス 3:4-7
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れるが、その救いは聖霊の照明の感化
なしにはあり得ない。
　 Ⅰコリント 2:14、エフェソ 2:1-10、テト

ス 3:4-5、黙示 22:17

　4.04　　人は、聖霊のこの招きに抵
抗し、拒否することもできるが、悔い
改め、キリストにある神の愛を受け入
れるすべての者には救いと命がある。
　イザヤ 63:10、ヨハネ 3:14-15, 36, 5:24、使

徒 5:3-4, 7:51、ローマ 10:8-13

悔い改めと告白

　4.05　　悔い改めとは、罪人がはっ
きりとその罪を捨て、キリストに信頼
し、神に感謝して従っていくという神
への態度である。
　マルコ 14:72、ルカ 15:18-20, 19:8-10

　4.06　　人は、悔い改めや他の人間
的業の功績によって救いを得るのでは
ないが、悔い改めは、救いの恵みとキ
リストにある神の赦しにあずかるため
に欠くことができない。
　詩編 34:19, 51:19、エゼキエル 18:21, 30-

32、ヨエル 2:12-13、マタイ 3:2、ルカ 13:2-5, 

17:10、使徒 3:19, 17:30-31、エフェソ 2:8-9、

テトス 3:3-7

聖霊の招きと働き

　4.01　　神はこの世の罪のゆえに、
イエス・キリストにおいて救いのため
に働かれた。そして神は同じ意図を
もって、聖霊により、すべての人が悔
い改め、信仰をもつように呼び求め続
けておられる。
　ヨハネ 16:7-11、使徒 7:51、ローマ 3:23-26、

Ⅰコリント 15:3-4、Ⅰヨハネ 2:1-2, 4:9-10、

黙示 22:17

　4.02　　聖霊は、聖書、聖礼典、契
約共同体の共同の礼拝、信仰者の言葉
と行いによる証しを通して、また、人
間の理解を越えた方法で働かれる。聖
霊は罪人の心を動かし、罪と、救いの
必要性を彼らに悟らせ、悔い改めと神
への信仰へと心を向けさせる。
　ヨハネ 16:7-11、使徒 8:29-39, 13:1-3

　4.03　　聖霊の招きと働きは、ただ
神の恵みであって、人間の功績による
ものではない。その招きは罪人がキリ
ストのもとに来ようとするすべての願
いや目的、また意図に先立つ。すべて
の人は聖霊によって救いを得られる
が、聖霊なしには誰も救われることは
ない。それゆえ、望む者は誰でも救わ

4.00　神は聖霊を通して働かれる
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は罪の赦しを受ける。そして神の子と
して受け入れられることを経験する。
　ヨハネ 1:11-13, 5:24, 6:28-29, 40、ローマ

1:16-17, 10:8-13、Ⅰヨハネ 5:12

　4.11　　信仰生活において信仰者
は、試みに遭い、多くの苦難を受ける。
しかし、キリストを通して与えられる
究極の勝利の約束が、神の真実によっ
て保証されている。聖書と幾世紀にも
わたる契約の民の経験とがこの約束を
証ししている。
　ルカ 22:31-32、ヨハネ 16:33、ローマ 3:3-4, 

4:19-21, 8:28-39、Ⅰコリント 1:4-9,

10:13、 Ⅰテサロニケ 5:23-24、 Ⅱテサロニケ

3:3-5、 Ⅱテモテ 2:11-13、ヘブライ 11,

12、 Ⅰヨハネ 5:4-5

義　認

　4.12　　義認とは、イエス・キリス
トの生と死と復活によって人が神と和
解することにより、愛をもって信仰者
を受け入れる神の行為である。人が悔
い改めと信仰をもって彼らの義である
キリストにより頼む時、神は平和を与
え、ご自身との関係を回復されるので
ある。
　創世 15:6、詩編 32:1-2, 103:8-13, 130:

3-8、 ル カ 18:9-14、 使 徒 13:38-39、 ロ ー マ

3:19-31, 4, 5:1-2、 Ⅰコリント 1:30-31、フィ

リピ 3:7-11、 Ⅰペトロ 1:8-9

　4.07　　関係を回復するために神が
主導的に働いてくださったことに応え
て、人は神に対して、あるいは兄弟姉
妹、そしてすべての被造物に対して犯
した罪を真実に告白し、力の限り過去
を改めるのである。
　 詩 編 32:5, 51:5-19、 ル カ 15:18-20, 19:8-

10、エフェソ 4:25-31

救いの信仰

　4.08　　救いの信仰とは、聖霊に促
された神への応答であり、人はイエス・
キリストにあって、救いのために神の
恵みにのみ信頼するのである。その信
仰は、聖書の中にある神の約束に対す
る信頼、罪に対する悲しみ、神と隣人
に仕える決意を含んでいる。
　ヨハネ 6:28-29、ローマ 10:17

　4.09　　人は信仰の功績によって救
いを得るのではなく、信仰は良き行い
でもない。信仰は、神の愛と主導によっ
て与えられた賜物であるが、神は救い
と和解を受けるすべての者が信仰の応
答をすることを求めておられる。
　ヨハネ 3:14-18, 36、使徒 16:29-31、ロー

マ 4:16、ガラテヤ 3:21-22、エフェソ 1:13-14、

フィリピ 3:8-9

　
　4.10　　人が罪を悔い改め、信仰に
よって神の救いを受け入れるとき、人
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3:3-7、Ⅰペトロ 1:23-25

　4.16　　新生は必要である。なぜな
ら、キリストから離れているすべての
人は、霊的に死んでおり、自分自身で
は神を愛し、神の栄光を現すことがで
きないからである。
　詩編 14:1-3、マタイ 15:18-20、ヨハネ 3:3-8、

ローマ 8:6-7、ガラテヤ 6:15、エフェソ 2:1-3

　4.17　　新生は、聖霊によって完成
される。聖霊は、罪人にキリストの真
理を教え、この真理の光のもとで、彼
らが悔い改めて神を信じ、救いの恵み
とイエス・キリストにあって与えられ
る赦しを受けることができるようにす
る。
　 ヨ ハ ネ 1:12-13, 3:3-8, 14:25-26, 16:13-15、

テトス 3:4-6

　4.18　　聖霊の照明の感化によって
力が与えられる時、信仰者は、神を愛
し神の栄光を現し、隣人を愛し仕える
ことができる。
　Ⅰコリント 12:3、ガラテヤ 5:22-24、 Ⅰペ

トロ 1:22-25, 4:8-11

　4.19　　すべての幼くして死んだ者
や、すべてのキリストに応える能力を
もつことのなかった者は、神の恵みに
よって新たに生まれ、救われる。
　ルカ 18:15-16、ヨハネ 3:3、使徒 2:38-39

　4.13　　この関係において、神は罪
を赦し続ける。信仰者は、時として、
罪のために神との平和を損ない、神か
らの離反を経験することがあるが、そ
れでも神の恵みのゆえに神に受け入れ
られ、神との関係が保持されることを
確信するのである。ただ恵みによる成
長によってのみ、信仰者は神との関係
の完全さを経験することができる。
　 詩 編 32:1-2, 103:8-14, 17-18、 エ レ ミ ヤ

31:34、ヨハネ 10:27-30、ローマ 8:1-4、ヘブ

ライ 13:5-6、Ⅱペトロ 1:3-11

　4.14　　イエス・キリストを通して
神と和解する者は、罪深い本

ほん

性
せい

を体験
し続ける。彼らは、自分の中に、古い
自分と新しい自分、良きものと悪しき
もの、自分の意志と神の意志、生と死
の間の葛藤を経験し続ける。
　ローマ 7:7-25, 8:5-8, 12-13、ガラテヤ 5:16-

17、 Ⅰヨハネ 1:5-10, 2:15-17

新たに生まれ、神の子とされる

　4.15　　新生とは、神が信仰者を新
しくすることであり、ただ神の恵みに
よるものである。イエス・キリストを
信頼する者は、新しく造られ、生まれ
変わり、霊的に新しくされ、キリスト
にあって新しい人とされるのである。
　エゼキエル 36:25-27、ヨハネ 1:11-13、Ⅱ

コリント 5:16-21、エフェソ 2:4-10、テトス
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において成長するのである。
　詩編 14:1-3、コヘレト 7:20、ローマ 3:23-24、 

Ⅱコリント 3:18, 9:10-11、エフェソ 3:14-21、

フィリピ 2:12-16、コロサイ 3:5-17、Ⅰテサ

ロニケ 3:12-13、 Ⅱテモテ 2:20-21、Ⅰペトロ

2:2-3、 Ⅱペトロ 1:3-11

　4.23　　罪との戦いは続く、なぜな
ら、神の意志をなすための信仰者の知
識と力は不完全だからである。神と人
に対する信頼と愛と奉仕への自由は、
時として、不信と憎しみと自己中心と
によって危うくされてしまう。この内
的な戦いは、イエス・キリストにある
新しい人のかたちに彼らを変えてくだ
さる神の力に、繰り返し頼ることを促
す。
　ローマ 7:7-25、ガラテヤ 5:16-17、 Ⅰヨハ

ネ 2:9-11

　　　　　　　　　　　　　　　　

信仰者の守り

　4.24　　新生と義認において始まっ
たキリスト者の変化は、完成へ導かれ
る。信仰者は罪を犯し、それによって
神を悲しませてしまうが、契約の関係
はなお、信仰者を永遠の命のうちに守
られる神よって守られる。
　詩編 37:27-28、哀歌 3:22-24, 31-33、ヨハ

ネ 5:24, 10:27-29、ローマ 8:38-39、Ⅱコリン

ト 4:13-18、フィリピ 1:6、 Ⅱテモテ 1:11-12

　4.20　　神の子とされることとは、
キリストにあって新しくされたすべて
の人を、契約の家族に加える神の行為
である。神のこの行為は、今も、そし
て、神の家族が完全な贖いにあずかる
時も、神とキリストにある兄弟姉妹と
の共同体を保証する。
　ローマ 8:14-17、ガラテヤ 4:3-7、エフェソ

1:5-6

聖化と恵みにおける成長

　4.21　　聖化とは、神が、信仰者を
この世にあって仕える者として聖別さ
れることである。
　詩編 4:4、ローマ 6:6-14, 20-22、Ⅰコリン

ト 6:9-11、Ⅱコリント 6:14-18, 7:1、エフェ

ソ 4:17-24, 5:25-27、 Ⅰ テ サ ロ ニ ケ 5:23-24、 

Ⅱテサロニケ 2:13-14、ヘブライ 9:13-14、 Ⅰ

ペトロ 1:1-2

　4.22　　信仰者が、神の恵みの契約
にあずかり、契約の民の交わりに生き、
この世にあって神に仕えることを続け
ていくならば、彼らはイエス・キリス
トの知識と恵みにあって、成長するこ
とができる。信仰者は、この世にあっ
て、罪のない完全者になることは決し
てできないが、聖霊の助けにより次第
にイエス・キリストのかたちに造り変
えられていき、それによって、信仰、
希望、愛、そしてその他の聖霊の賜物
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　4.28　　この信仰者の慰めに満ちた
確信は、神の約束とキリストを通して
神との平和が与えられているという自
覚と、聖霊が信仰者の霊と共にいて、
彼らが真に神の子であると証しするこ
とに基づく。この確信は、信仰者に与
えられる完全な相続の約束である。
　マタイ 28:19-20、ローマ 5:1-2,8:15-17、エ

フェソ 1:13-14、ヘブライ 6:17-20, 13:5、Ⅱ

ペ ト ロ 1:3-4,10-11、 Ⅰ ヨ ハ ネ 3:2-3, 14-15, 

19-24, 4:13

　4.29　　この確信は、キリストを信
じてすぐ伴なうものではないかもしれ
ない。しかしながら、この確信は、信
仰者が礼拝や聖礼典、教会の働き、証
し、契約共同体の生活に忠実に参加す
ることによって増していくのであり、
これらのことを通して、神は、ご自分
が決して彼らを離れたり棄てたりする
ことはないという約束を確かなものと
されるのである。
　ローマ 15:13、ヘブライ 6:11-12、 Ⅱペトロ

1:10-11

　4.25　　信仰者の守りは、恵みの契
約の性質、神の不変なる愛と力、イエ
ス・キリストの功績、擁護、執り成
し、また、彼らのうちに神のかたちを
新しく造る聖霊の臨在と働きによって
いる。
　詩編 23, 34, 91, 121、エレミヤ 32:40、ヨ

ハネ 14:16-17、ローマ 5:10、Ⅱコリント 5:5、 

Ⅱテモテ 2:19、ヘブライ 7:23-25、 Ⅰヨハネ

2:1-2、ユダ 24-25

　4.26　　信仰者は、誘惑に陥り、恵
みの手段をないがしろにすることに
よって、罪を犯し、神の怒りを招き、
彼らに約束されている恵みと慰めの一
部を奪われてしまう。しかし、信仰者
は、自分の罪を告白し、神に自分をさ
さげて新しくされるまでは、安んじる
ことはできない。
　詩編 32:3-5, 51:3-14、イザヤ 59:1-2

キリスト者の確信

　4.27　　神の意志を知り、それを実
行しようとし、神が自分たちの中に生
きているように神の中に生きている信
仰者は、地上の生涯で救いを確信し、
それによって神の栄光を完全に分かち
合う希望をもって喜ぶことができる。
　ローマ 5:1-5、Ⅱテモテ 1:11-12、 Ⅰヨハネ

2:3-6,5:13
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　ヨハネ 17:17-23

　5.04　　教会は普遍的である。それ
はイエス・キリストにおける神の救い
のみ業は普遍的であり、特定の場所ま
たは時に限定され得ないからである。
教会が普遍的であるという特性は、キ
リストの贖いがすべての人々に及ぶよ
うにする、神の聖霊の普遍的な働きか
らきている。このことは、教会がすべ
ての民を弟子とするために派遣されて
いることの中に現されている。
　創世 12:1-3、マタイ 8:11, 28:18-20、ヨハ

ネ 3:16、ガラテヤ 3:28、ヘブライ 2:9、黙示 

7:9-10

　5.05　　教会は使徒的である。それ
は神が、はじめに使徒たちに託された
福音の宣教を通して教会を召されたか
らである。それゆえ、教会は、使徒た
ちの足跡をたどる説教者によって忠実
に宣べ伝えられる使徒的説教の上に建
てられるのである。
　 マ タ イ 28:18-20、 ヨ ハ ネ 20:21-23、 使

徒 10:42-43、ローマ 10:14-18、Ⅰコリント

1:21-25, 15:1-11、Ⅱコリント 5:18-21、Ⅰペ

トロ 1:10-12

　5.06　　教会は、贖われた信仰者の

教　会

　5.01　　一つの聖なる、普遍的、使
徒的教会がある。教会はキリストの体
であり、キリストが教会の頭であり主
である。
　マタイ 16:18、ヨハネ 10:16, 17:20-23、ロー

マ 12:4-5、Ⅰコリント 10:17, 12:12-27、エフェ

ソ 1:22-23, 2:14-22, 3:4-6

　5.02　　教会は一つである。それは
ただイエス・キリストのみがその頭で
あり主だからである。主にある教会の
一体性は、ただ一つの、みことばと聖
礼典の務めに表されているのであり、
儀式の形式や組織や教理体系の画一性
の中にあるのではない。
　マタイ 28:18-20、Ⅰコリント 3:11、エフェ

ソ 4:15-16, 5:23、コロサイ 1:18-20

　5.03　　教会は聖なるものである。
それは教会が、この世で神の栄光と証
しのために選ばれて、完成され、今も
続くキリストの御業の上に立てられて
いるからである。このように、教会の
聖さは神が教会をその救済の使命のた
めに聖別されたことによるのであっ
て、教会に属する個人の聖さによるの
ではない。

5.00　　神は宣教のために教会を立てられる
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使徒 1:6-8、 Ⅰコリント 12:4-11

　5.09　　この世にある教会は、決し
て教会自身のためだけに存在するので
はなく、神の栄光を現し、キリストに
よる和解に導くために存在する。キリ
ストは、人々に神の恵みと裁きとをも
たらすために、教会をご自身のものと
して宣言し、みことばと聖礼典とを与
えられる。
　イザヤ 49:6、マタイ 5:14-16, 28:19-20、ヨ

ハネ 15:1-11、 Ⅱコリント 5:14-21

キリスト者の交わり

　5.10　　信仰によってキリストに結
び合わされている人々は、また、愛の
うちに互いも結び合わされている。こ
の交わりにおいて、キリスト者は互い
にキリストの恵みを分かち合い、互い
の重荷を負い合い、他のすべての人々
に手を差し延べるのである。
　ローマ 12:9-21、ガラテヤ 5:13-14, 6:1-2、

フィリピ 2:1-7、 Ⅰテサロニケ 3:12-13, 5:11-

15、ヘブライ 13:1-3、Ⅰペトロ 4:8-11

　5.11　　信仰者の交わりは、同一の
組織体に属する者たちにとっては、特
別な意味をもつ。この特定の共同体を
超えて、信仰者は、同じような信条や、
歴史的遺産、契約共同体の形態をもつ
他の組織体との間に特別な関係をもつ

契約共同体として、神の恵みの契約に
信仰をもって応答する、過去、現在、
未来のすべての時代のすべての人々
を、また、神が知る理由のゆえに、応
答できないが神の恵みによって救われ
ているすべての人々をも包含する。
　創世 12:1-3, 17:1-7、マタイ 8:11、ガラテ

ヤ 3:26-29、ヘブライ 12:18-24、黙示 7:9-10

　5.07　　この世にある教会は、神の
救いの恵みに信仰をもって応答し、神
と、そして他の人々と、公に契約を結
んだすべての人々から成る。信仰者の
子どもはこの契約共同体に含まれてお
り、教会と彼らの親、あるいは後見者
の特別な配慮と指導のもとに置かれ
る。
　創世 17:7、申命 6:4-9、イザヤ 40:11、マ

タイ 19:13-15、使徒 2:39、Ⅰコリント 7:13-14、

エフェソ 6:1-4

　5.08　　この世にある教会は、神の
御心を行う知識と力において不完全な
人々によって構成されている。それゆ
え、教会は神の家族が完全に贖われる
日を熱心に待ち望むのである。その時
がくるまで、神はすべての信仰者がこ
の世にある教会を通して礼拝し証しす
ることを望んでおられ、また、教会の
歩みと成長とを聖霊によって導かれる
ことを約束しておられる。
　マタイ 5:14-16, 13:24-30, 47-50, 28:18-20、
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　使徒 2:44-47, 10:34-48, 20:7-11、Ⅱテモテ

2:1-10、ヘブライ 10:19-25

　5.15　　神は共同的にも個人的にも
礼拝されるべきお方である。共同の礼
拝は、集められた会衆において、そし
て教会内の小グループにおいて、信仰
者のより大きな集まりにおいて実践さ
れる。個人の礼拝は、黙想や祈りや聖
書の学びを通して、様々な環境で、特
に家庭において個々で、また、家族で
実践される。
　ヨシュア 24:15、マタイ 6:6-13、Ⅰコリン

ト 14:26-33、エフェソ 5:18-20

聖礼典

　5.16　　聖礼典は、神の恵みの契約
のしるしであり、証明である。割礼と
過越は旧約聖書の聖礼典であり、洗礼
と主の晩餐は新約聖書の聖礼典であ
る。これらは、神によって与えられ、
神の臨在とみことばとみこころによっ
て有効なものとされる。
　創世 17:9-14、出エジプト 12:21-27、マタ

イ 26:26-29, 28:19-20、ローマ 4:11

　5.17　　イエス・キリストは教会の
ために洗礼と主の晩餐の聖礼典を定め
られた。聖礼典は教会によって、また
教会を通して共同の礼拝の一部として
執行され、それは教会会議の権威の下

のである。
　詩編 133、使徒 2:42-47

キリスト者の礼拝

　5.12　　キリスト者の礼拝は生ける
神の臨在を確認し、神の力強い御

み

業
わざ

を
祝うことである。礼拝は教会生活の中
心であり、すべての信仰者が神の主権
と尊厳にふさわしく応えることであ
る。
　詩編 29:1-2, 95:1-7, 145:4-7、マタイ 4:10、

ヨハネ 4:22-24

　5.13　　礼拝において、神はキリス
トにある人々をご自分のものと宣言
し、愛と赦しと導きと贖いの確信を与
えられる。信仰者は、賛美、告白、感
謝、愛、そして献身をもって神に応答
する。
　詩編 89:2-3, 100, 150、エフェソ 5:18-20、

ヘブライ 13:15、 Ⅰペトロ 2:9-10

　5.14　　キリスト者の礼拝は、イエ
ス・キリストの福音を宣べ伝え、聖礼
典を祝い、聖書を読み、聞き、祈り、
歌い、そして自分自身と財とを神にさ
さげることなどからなる。教会におけ
るこれらの共通の要素を備えた公的な
礼拝こそが、生ける神の臨在を祝うに
ふさわしいと教会が考える他の礼拝を
根拠づけ、支えるのである。
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　マタイ 28:19、使徒 8:36-39, 10:47-48

　5.21　　この聖礼典の執行におい
て、教職者が洗礼を受ける者の頭上に
水を注ぐこと、あるいはふりかけるこ
とは聖霊による洗礼をよく象徴してい
る。しかし、この聖礼典の効力はその
執行方法によるのではない。
　使徒 2:33, 10:45、テトス 3:4-7

　5.22　　自分自身と自分の子どもた
ちの洗礼を願い求め、その恩恵を受け
ることは、すべての信仰者の特権であ
り義務である。しかし、洗礼は、救い
に不可欠な条件ではなく、キリストに
ある生活と教会から離れては意味をな
さない。
　使徒 8:36-38, 16:15, 33、Ⅰコリント 1:16

主の晩餐

　5.23　　主の晩餐は、イエス・キリ
ストによって、ご自身が引き渡される
夜に、制定された。それは、十字架上
のキリストの受難と死とを、教会が想
起し証しするための手段である。この
聖礼典はまた、今も続く復活の主の臨
在と、主の再臨の期待とを、繰り返し
祝い経験するために、教会に与えられ
た手段である。
　マタイ 26:26-29、Ⅰコリント 10:16-17,

11:23-26

で正式に按手を受けた教職者に委ねら
れている。
　マタイ 28:19-20、マルコ 14:22-25、Ⅰコ

リント 10:16-17, 11:23-26

洗　礼

　5.18　　洗礼は聖霊による洗礼の象
徴であり、信仰の共同体の一員である
ことを示す契約の外面的しるしであ
る。この聖礼典を通して、教会は、神
が主導権をもってキリストにあって
人々をご自分のものとし、罪を赦し、
恵みを与え、聖霊の働きを通して彼ら
の生活を整え、秩序づけ、彼らを奉仕
のために聖別することを証しする。
　マタイ 3:11-12、使徒 2:38-41, 10:44-48

　5.19　　洗礼という聖礼典は、親の
一方または双方、あるいは後見者がイ
エス・キリストに対する信仰を言い表
し、契約に責任を負う時、乳幼児に授
けられる。また、イエス・キリストに
対する自らの信仰を言い表し、洗礼を
受けていないすべての者に授けられ
る。
　使徒 16:14-15,32-33、Ⅰコリント 1:16

　5.20　　水がこの聖礼典で用いられ
る要素である。この聖礼典にあずかる
者は、父と子と聖霊の名によって洗礼
を授けられる。
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宣教する教会

　5.28　　教会は礼拝、みことばの宣
言と学び、そして聖礼典の執行によっ
て養われ保たれている。その教会は、
まだキリストを主また救い主として受
け入れていないすべての人々に証しす
るよう託されている。
　 イ ザ ヤ 43:10, 49:6、 マ タ イ 28:19-20、 ル

カ 24:45-49、 使 徒 1:6-8, 5:30-32, 10:39-42, 

22:14-15、Ⅰペトロ 2:9

　5.29　　成長は教会の歩みにとって
自然なことである。教会は、キリスト
における神の恵みを体験していない
人々に手を差し伸べ、あらゆる恵みの
手段で彼らを養うために召され、存在
するのである。
　マタイ 13:33, 28:19-20、ヨハネ 21:15-17、

使徒 2:41, 4:4, 6:7, 9:31、エフェソ 4:10-16

　5.30　　使徒としての使命を果たす
中で、契約共同体はイエス・キリスト
を主と認めない宗教に属する人々に今
までも出会い、またこれからも出会い
続ける。キリスト者は他の宗教を信棒
する人々を尊重しつつも、イエス・キ
リストによる救いの福音を彼らと分か
ち合う責任がある。
　 使 徒 8:26-40, 10:34-48, 13:16-48, 14:1-3, 

14-17, 17:22-31

　5.24　　この聖礼典において使用さ
れるものは、パンとぶどうの実である。
それは、キリストのからだと血とを表
す。パンとぶどう自体は決してあがめ
られるべきではない。それらはパンと
ぶどうでしかないからである。とはい
え、この聖礼典は、救い主の受難と死
とを表すものであるから、自分をよく
吟味し、敬虔さと謙虚さ、キリストの
臨在への感謝の思いなしにあずかって
はならない。
　マタイ 26:26-29、Ⅰコリント 5:7-8, 11:

27-34

　5.25　　この聖礼典は、これを祝う
すべての者にとって、霊的な養いと成
長の手段であり、キリストへの感謝に
満ちた服従の行為であり、キリストの
教会の業と奉仕への献身である。
　使徒 2:42, 46-47、Ⅰコリント 11:23-26

　5.26　　契約共同体に属し、キリス
ト者として生きることに献身するもの
はすべて、この聖礼典を受けるよう、
招かれ、勧められている。
　 マ タ イ 26-28、 Ⅰ コ リ ン ト 11:28-32　　
　　　　　　　　　　　　　　
　5.27　　各個教会は、この聖礼典を
定期的に祝わなければならない。すべ
てのキリスト者は、頻繁にこれにあず
からなければならない。
　 Ⅰコリント 14:40
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5:17-22、テトス 1:5-9、 Ⅰペトロ 5:1-5

教会会議

　5.34　　カンバーランド長老教会と
アメリカ・カンバーランド長老教会は、
一定の代表者会議、すなわち、小会、
中会、大会、総会によって統治される。
これらの各教会会議はそれぞれ、その
特定の責任範囲において、立法、司法、
行政の権限を持っているが、いずれも
相互の依存関係とキリスト教の使命を
認識した上で運営されなければならな
い。　 使 徒 14:23, 15:6-29, 16:4、 Ⅰ テ モ テ

4:13-16, 5:17-22、テトス 1:5-9

　5.35　　信仰、実践、政治に関する
事柄を処理し、礼拝と証しの形につい
て提案し、訓練を執行し、各会議に対
して正規の手続きを経て提出された訴
えを解決することは、教会憲法に合致
したこれらの代表者会議の責任であ
る。
　マタイ 18:15-17、使徒 15:6-29

　5.31　　契約共同体は、イエス・キ
リストの生と、死と、復活における神
の力強い御業を証しする責任がある。
この共同体の証しの及ばない場所や時
においても、神は証しの手だてをもた
ないのではない。それゆえに、神がど
こでどのようにしてイエス・キリスト
を通して救いの御業をなされるのかと
いうことを、契約共同体が判定すべき
ではない。
　マタイ 28:19-20、使徒 10:34-35, 14:16-17, 

17:22-31、ローマ 2:12-16

教会政治

　5.32　　教会の主にして頭
かしら

なるイエ
ス・キリストは教会の政治を役員たち
に委ねられた。彼らは意志決定を行い、
契約共同体の生活と務めとを導くため
種々の決定をする。
　使徒 1:21-26, 6:1-6, 14:23,15:6-22、フィリ

ピ 1:1、 Ⅰテモテ 3:1-13, 5:17-22

　5.33　　これらの役員は以下の責任
を負う。すなわち、教会に仕え、教会
の交わりに教会員として迎えるために
審査し、受け入れ、信仰的に配慮し、
育て、そして、福音や教会法に背く者
に愛と正義とをもって訓練を執行す
る。
　マタイ 18:15-20、使徒 20:28-31、Ⅰコリ

ント 5:1-5、 Ⅰテサロニケ 5:12-14、 Ⅰテモテ
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由がある。
　 Ⅰコリント 8、 Ⅰペトロ 2:16

　6.04　　キリスト者の自由を口実に
して、この世のものであれ教会のもの
であれ、正しく合法的な権威の正当な
行使を拒否する信仰者は教会の訓練に
委ねられる。
　マタイ 18:17、ローマ 13:1-2、Ⅰコリント 5、

テトス 3:1、ヘブライ 13:17、 Ⅰペトロ 2:13-16

　6.05　　キリスト者は、主なるイエ
ス・キリストに究極の忠誠を誓い、そ
の究極の忠誠をいかなる政府、国家に
も譲り渡してはならい。また、キリス
ト者の良心において、いかなる形の不
正にも反対すべきである。
　 マ タ イ 6:24、 使 徒 4:5-31, 5:27-32、 黙 示

19:10

善い行い

　6.06　　信仰者は恵みにより信仰を
通して救われる。その信仰は、神がイ
エス・キリストにあって人々を創造さ
れた目的、すなわち、善い行いをする、
という願いを生み出すのである。
　詩編 116:12-14、ローマ 11:5-6、エフェソ

2:4-10、テトス 3:4-7

キリスト者の自由

　6.01　　イエス・キリストを通して、
神は人を、罪と罪の諸力の束縛、抑圧、
恥辱から自由にし、さらに罪の結果と
しての罪悪感と刑罰から自由にし、そ
して、神に自由に近づけるようにされ
るのである。この自由は、恐れではな
く愛に根ざしており、人が神の意図さ
れた者となり、主を証し、彼らの日常
生活の中で神と隣人に仕えることを可
能にするのである。
　ヨハネ 8:31-36、使徒 5:29-32,40-42、ロー

マ 6:12-23, 7:24-25, 8:1-17, 14:4、Ⅰコリント

8-9, 10:23-33、ガラテヤ 3:1-14, 5、エフェソ

2:18, 3:11-12、Ⅰヨハネ 4:18

　6.02　　神のみが良心の主であり、
信仰と礼拝の事柄において、神は信仰
者を神の言葉に反する他の人の意見や
掟から自由にされる。しかし、これは
教会の指導と訓練の必要を排除するも
のではない。
　 Ⅰコリント 8, 12:12-27

　6.03　　キリスト者の自由を口実に
罪を犯す信仰者は、キリスト者の自由
の本質と目的を冒瀆している。信仰者
は、悪よりも主を愛し、主に仕える自

6.00　キリスト者はこの世で生き、証しする
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これらの神からの賜物は、すべての人、
特に貧しい人々と分かち合われるべき
ものである。
　 創 世 1:26-31、 詩 編 8:4-9, 24:1, 50:10-12、

使徒 4:32-37, 20:33-35、Ⅰコリント 4:7、ガ

ラテヤ 2:9-10、ヤコブ 1:17, 2:1-7

　6.11　　クリスチャン・スチュワー
ドシップの動機は神の豊かな愛と憐み
に対する感謝であり、神からいただく
あらゆる良い賜物を他の人々と分かち
合いたいという願いが伴うのである。
　ルカ 21:1-4、使徒 4:34-37, 9:36-41、 Ⅱコリ

ント 8:1-15

　6.12　　神は人類にさまざまな賜物
を与え、その中には各人が責任を負う
べき賜物も含まれている。神は一人ひ
とりがこれらの賜物を互いに分かち合
うことによって、すべての人が豊かに
なることを望んでおられる。
　マタイ 25:14-30、Ⅰコリント 12:4-26, 13, 

16:1-2、エフェソ 4:1-16、Ⅰペトロ 4:10-11

　6.13　　神が人類に委ねたすべての
ものを、ふさわしく定期的にささげる
ことは献身の行為であり恵みの手段で
ある。教会に対する、また教会を通し
てのささげものは、すべての信仰者の
特権である。ささげものに対する聖書
の指針である十一献金は信仰の冒険
であり、豊かに報いられる業である。

　6.07　　善い行いは、神の恵みの賜
物に対する感謝の応答としてなされ
る。神は、信仰者の多くの弱点や不完
全な動機にもかかわらず、その働きを
慈しみをもって受け入れてくださる。
　マルコ 5:18-20、ルカ 7:47-50, 19:8-9

　6.08　　善い行いは、救いの結果で
あって、救いの手段ではない。
　ルカ 6:43-45、ガラテヤ 5:22-25

　6.09　　善い行いは、キリストに
よって例示された奉仕と憐れみの行為
ばかりでなく、生きる上で遭遇するあ
らゆる関わりにおいて、キリスト者の
価値観と原則を反映する倫理的かつ道
徳的選択をも含んでいる。
　 イ ザ ヤ 58:6-7、 マ タ イ 25:31-46、 ル カ

10:29-37、 ヘ ブ ラ イ 6:9-12,13:1-5、 ヤ コ ブ

1:19-27, 2:8-26、Ⅰペトロ 2:11-25

クリスチャン・スチュワードシップ
（キリスト者に託されたものを管理する務め）

　6.10　　クリスチャン・スチュワー
ドシップ（キリスト者に託されたものを管

理する務め）は、すべての生命と造ら
れたものは神から託されたものであ
り、神の栄光と奉仕のために用いられ
るべきであると認めることである。そ
れは、人間の技能や力を創造的に用い
るばかりではなく、天然資源を保護し
責任をもって用いることも含まれる。
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まりを受け入れることを求める。
　使徒 4:34-35、 Ⅰコリント 7, 12:14-26、Ⅰ

ヨハネ 2:12-14

　6.17　　結婚は男女の間において、
それぞれに、子に、そして社会にとっ
て相互の益となるためのものである。
結婚はこの世の法律に基づくものであ
るが、一義的には神のもとにおける契
約の関係である。それゆえ、結婚はイ
エス・キリストと教会の関係を象徴し、
愛と信頼が最もよく知られる人間関係
なのである。
　 創 世 2:18-24、 イ ザ ヤ 54:5-6、 エ フ ェ ソ

5:21-33、黙示 19:7-8, 21:2-3, 9

　6.18　　神のもとにおける契約関係
であるから、結婚は生涯の約束であり、
軽々しく破棄されるべきではない。
　創世 2:21-24、ローマ 7:2

　6.19　　結婚は一義的には神のもと
における男女の契約関係であるから、
いかなる人も複数の結婚相手をもつこ
とは道徳的に間違っており、違法であ
る。
　創世 2:24、Ⅰコリント 7:2

　6.20　　人間の弱さと罪が結婚関係
を脅かすとき、契約共同体は結婚の神
聖さを守り、夫婦がそのきずなを強く
するよう手助けする責任がある。結婚

十一献金者は、神の恵みを経験するだ
けでなく分かち合う恵みをも経験する
のである。
　 創 世 28:22、 申 命 14:22、 マ ラ キ 3:8-11、

マタイ 23:23、 Ⅰコリント 16:1-2

　6.14　　すべての信仰者は、神と契
約共同体に対して神から託されたもの
を管理する務めに責任を負っている。
　マタイ 12:36-37、ルカ 12:16-21, 47-48、ロー

マ 14:10-12、Ⅰコリント 4:1-2、 Ⅱコリント

5:9-10

結婚と家族

　6.15　　神は基本的な共同体として
家族を創造された。そこにおいて人は
愛、親密な交わり、支え合い、保護、
訓練、励まし、そのほかさまざまな祝
福を経験する。この共同体が子どもが
生まれる通常な関係なのである。
　創世 1:26-31, 2:8-24、箴言 31:10-31、雅歌

8:7、マタイ 19:3-12、 Ⅰコリント 13、エフェ

ソ 6:1-4、コロサイ 3:18-21

　6.16　　教会はさまざまな家族のあ
り方の中で生活する人々がいることを
理解し、仕える。その中には自分の意
志によって、あるいは何等かの事情に
よって独身の者も含まれる。教会は、
契約共同体の家族としての生活の中に
一人一人を、そしてあらゆる人々の集
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　創世 2:2-3、出エジプト 20:8-11, 23:12、ヨ

ハネ 20:19、使徒 20:7

　6.24　　主の日にふさわしい活動に
は、礼拝、学び、善き行いの実践、そ
の他人々を新しくするいろいろな活動
がある。主の日を正しく守ることは、
他のすべての日の生活の質を豊かにす
る。
　イザヤ 58:13-14、マタイ 12:1-14、ヨハネ

7:23-24、 Ⅰコリント 16:1-2

法に則った宣誓と誓約

　6.25　　キリスト者は、理に適い、
実行できる正しく公正な約束に対して
のみ、宣誓あるいは誓約をすべきであ
る。
　レビ 19:12、詩編 116:12-14、コヘレト 5:1

　6.26　　誓願も宣誓と同様であり、
注意をもってなされ、忠実に実行され、
誠意をもって尊重されるべきである。
人は、聖書に合致していることに対し
てのみ、誓願をすべきである。
　民数 30:2、申命 23:22-24、コヘレト 5:3-4、

マタイ 5:33-37

この世の政治

　6.27　　この世の政治の目的は、神
による被造物が正義と秩序の原理のも

が離婚によって解消された場合、契約
共同体は子どもを含むその犠牲になっ
た者に対し世話をし、再婚を考えてい
る者には助言する責任がある。
　マタイ 5:31-32、 Ⅰコリント 12:12-27

　6.21　　教会は、結婚のために、親
としての責任のために、そしてイエス・
キリストを主とする家庭を築こうとす
るために準備をしている人たちを支援
責任がある。
　エフェソ 5:21-33, 6:1-4

　6.22　　教会は、肉体的病いや精神
的病い、経済的困窮、自然災害、不注
意による事故、そして死、などを含む
あらゆる危機にある人々の必要に仕え
る責任がある。
　使徒 2:44-45, 4:32-37, 6:1-3、ローマ 12:4-

21、 Ⅰコリント 12:14-27、ガラテヤ 6:1-2、

コロサイ 3:12-14、 Ⅰテサロニケ 5:14-15

主の日

　6.23　　創造主は、七日のうちの一
日を神の性質と行為を特に深く思う日
として定められた、世の初めからキリ
ストの復活に至るまでは安息日として
知られている週の七日目が主の日で
あった。キリストの復活の後は、キリ
スト者は週の第一日を主の日として祝
うのである。
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て、人々のために意図した基本的な人
間の尊厳を否定する政治的、経済的、
文化的、人種的抑圧状況に反対し、抵
抗し、変革に努める。
　 申 命 15:7-11、 詩 編 41:2-4,82:3-4、 箴 言

21:13, 29:4, 14

　6.31　　契約共同体は、貧しい者や
虐げられた者、病める者、困窮してい
る者を探し求められたキリストの主権
を支持する。教会は共同体として、あ
るいはその教会に属する個々人とし
て、暴力の被害者や、キリストが人々
のために死んだにもかかわらず、法や
社会からその扱いを受けていないすべ
ての人を擁護する。この擁護は、すべ
ての不当な法律や不正な事柄に対して
反対することだけではなく、善をもっ
て悪に打ち勝つキリストの道を具現す
る態度や行動を支援することをも含
む。
　 マ タ イ 9:35-38, 14:14, 15:32-39、 ロ ー マ

12:19-21

　6.32　　神は教会に和解の使信と務
めを託されている。教会は共同体とし
て、あるいはその教会に属する個々人
を通してすべての人々、すべての階層、
すべての人種、すべての国々の間に、
和解と、愛と、正義が拡大されるよう
努める。
　マタイ 28:18-20、Ⅱコリント 5:18-20

とにを生きることを可能にすることで
ある。この世の政治が神による被造物
の幸福を忠実に守るならば、それは神
の目的のもとにあり、人々が調和と平
和のうちに生きることを可能にするた
めの有用な手段としての機能を果たす
のである。
　サムエル下 23:3-4、歴代下 19:5-7、詩編

72:1-4, 82:1-4、ローマ 13:1-7、Ⅰテモテ 2:1-

2、Ⅰペトロ 2:13-17

　6.28　　開かれた方法、特に選挙権
の行使によりこの世の政治に参加する
ことは、人々の務めである。また、あ
る公職のために資格を持ち、正義と平
和と公共の福祉のためその職に就くこ
とは、キリスト者の務めである。
　マタイ 17:27, 22:15-21、ローマ 13:1-7、Ⅰ

テモテ 2:1-3、テトス 3:1、 Ⅰペトロ 2:13-17

　6.29　　この世の政治、そして公務
に選ばれた者は、信仰または実践にか
かわる事柄において、教会を支配した
り、管理したりすることがあってはな
らない。しかしながら、すべての人の
信教の自由を守り、宗教団体が妨げら
れることなしに集会を行う権利を擁護
することは彼らの義務である。
　歴代下 26:16-18

　6.30　　主なるキリストに統治され
る契約共同体は、神が創造の業におい
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　 Ⅰテサロニケ 4:13-19, 5:9-10

　7.04　　信仰者は、罪による死から
神と共にある命に移されていることを
確信している。彼らは裁きを恐れるこ
となく、確信をもって完全な贖いを待
ち望んでいる。主イエス・キリストを
通して、この勝利を与えてくださった
神に感謝！
　ヨハネ 3:14-18,36、Ⅰコリント 15:51-57、

Ⅱコリント 5:1-5、 Ⅰヨハネ 3:1-2, 5:12

裁きと完成

　7.05　　神の裁きは、現在のことで
あり、未来のことでもある。人々は、
神の裁きをさまざまなかたちで体験す
る。それは、神との断絶、他の人との
断絶、自分の行いの罪悪感と結果、神
の真実や人生の目的への不信から生じ
る不安感などである。
　コヘレト 12:13-14、マタイ 25:31-46、ヨハ

ネ 3:16-21, 5:25-29、使徒 17:29-31、ローマ

14:7-12、 Ⅱコリント 5:9-10、ヘブライ 9:27-

28、 Ⅱペトロ 2:4-10, 3:5-10、黙示 20:11-15, 

21:8

　7.06　　神の裁きは歴史において、
自由の下におかれた人々や国々が、戦

死と復活

　7.01　　死は霊的現実でありまた肉
体的現実である。それゆえに教会は、
神がイエス・キリストにあって、人々
を霊と肉体の死の束縛から贖うために
働かれることを宣言する特権と義務と
をもっている。
　創世 2:17, 3:19、ヨブ 14:1-2, 10-12, 30:

23、詩編 103:15-16、ヨハネ 5:24, 11:25-26、

使徒 4:1-2, 17:17-18, 30-31, 24:14-15、ローマ

5:12、Ⅰコリント 15:12-57、エフェソ 2:1-8、 

Ⅱテモテ 1:8-10、ヘブライ 2:14-15、ヤコブ

1:15、Ⅰペトロ 1:3-5、 Ⅰヨハネ 3:14、黙示

1:17-18

　
　7.02　　キリストにあって新生した
者は、死後、肉体の復活において贖い
が完成するという喜びと確信に満ちた
期待をもって生活する。
　ローマ 8:11、Ⅰコリント 15:12-57、Ⅱコ

リント 5:1-10、フィリピ 3:20-21、 Ⅰテサロ

ニケ 4:13-18、Ⅰペトロ 1:3-9、 Ⅰヨハネ 3:1-2

　7.03　　新生において人が全人的に
キリストにある新しい命に復活させら
れるように、死者の復活において人は
全人的によみがえらされ、永遠に神と
共にある喜びの中に生きる。

7.00　　神はすべての命と歴史とを完成される
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争や暴動、奴隷制、抑圧、天然資源の
破壊、政治的・経済的搾取といった悪
を選び取ることにおいて体験される。
神は、不必要な苦しみや死を引き起こ
すそれらすべてのものを忌み嫌われ
る。
　マラキ 3:5、ローマ 2:1-3、ガラ 6:7-8

　7.07　　神の裁きは、この世を超え
ている。すなわち神の裁きは、神に依
り頼むことを否定し、悔い改めと信仰
と愛なしに生きようとする人間のあら
ゆる試みに立ち向かう。イエス・キリ
ストによる神の救いを拒絶する者は、
神から遠く離れ、希望なく罪と死に束
縛され続ける。それは地獄である。
　ルカ 16:19-31、ヨハネ 3:18-21,36、ヘブラ

イ 9:27-28、黙示 20:11-15

　7.08　　イエス・キリストが来られ、
歴史が完成する時、この世の国は、わ
たしたちの主と、そのメシアのものと
なる。主は世々限りなく支配される。
　 Ⅰ コ リ ン ト 15:22-28、 黙 示 11:15-18, 

12:10-12


